
陳情番号 件                   名 

第 10 号 

安全・安心の医療・介護実現のための夜勤改善・医師・看護師等

の大幅増員を求めることについて  
受理年月日 

24.10.25 

 

 陳情の趣旨   

【陳情項目】 

 

① 看護師など夜勤交替制労働者の労働時間を１日８時間、週３２時間以内、勤

務間隔１２時間以上とし、労働環境を改善すること。 

 

② 医師・看護師、介護職員など大幅に増員すること。 

 

 

【陳情理由】 

 

厚生労働省は２０１１年６月１７日、医政局長、労働基準局長、職業安定局

長、雇用均等・児童家庭局長、保健局長の５局長連名で「看護師等の『雇用の

質』の向上のための取り組みについての通知」を発出しましたが、その中で「看

護師等の勤務環境の改善なくして、持続可能な医療提供体制や医療安全の確保

は望めない。夜勤交代制労働者の勤務環境改善は喫緊の課題」としています。 

全国各地で大問題となっている「医療崩壊」「介護崩壊」の現状は、東日本

大震災で改めて明らかになり、医師・看護師・介護職員など医療・福祉労働者

の深刻な人手不足が浮き彫りになりました。「医療崩壊」「介護崩壊」をくい

止め、安全・安心の医療・介護を実現するためには看護師などの夜勤・交替制

労働者の大幅増員と働き続けられる夜勤改善をはじめとする労働環境改善が不

可欠です。 

厚生労働省の５局長通知を実効あるものにするためにも医療・社会保障予算

を先進国並みに増やし、持続可能な医療提供体制、安全・安心の医療・介護を

実現することが求められています。 

以上の趣旨から、安全・安心の医療・介護実現のための看護師等の大幅増員・

夜勤改善を図るため、地方自治法第９９条にもとづく国に対する意見書を提出

していただけるよう陳情いたします。 

 



陳情番号 件                   名 

第 11 号 

介護職員処遇改善加算の継続、拡充を求めることについて 受理年月日 

24.10.25 

 

 陳情の趣旨   

【陳情の趣旨】 

 

① 介護職員処遇改善加算を２０１５年４月１日以降も継続すること 

 

② 介護職員処遇改善加算事業の対象職員を介護職員以外の職種にも拡大する

こと 

 

 

【陳情の理由】 

 

介護職員の処遇改善の取り組みとして、２００９年１０月から実施されていた

介護職員処遇改善交付金制度は、２０１２年度介護報酬改定で、介護報酬に組み

込まれ、介護職員処遇改善加算として継続されることとなりました。しかし、こ

の加算制度については「経過的な取り扱いとして、２０１５年３月３１日までの

間」とされ、次回の改定以降の加算制度の継続については、極めて不透明な状況

です。 

 

超高齢社会を迎えて、介護を担う介護職員の不足は深刻で、離職者が依然とし

て高い状況が続いており、介護事業者は介護職員の確保に苦慮しています。「介

護崩壊」をくい止め、安全・安心の介護を実現するためには介護職員確保にむけ、

賃金改善などの処遇改善が不可欠です。介護職員の賃金実態は、全労働者平均と

比較してもおよそ３分の２程度で、約１０万円以上も低い実態があります。政府

公約である介護職員への４万円の賃上げからも、介護処遇改善加算は、廃止でな

く、継続し拡充させることが求められます。 

 

以上の趣旨から、安全・安心の介護実現のための介護職員の人材確保を図るた

め、地方自治法第９９条にもとづく国に対する意見書を提出していただけるよう

陳情いたします。 

 



陳情番号 件                   名 

第 12 号 

社会福祉関係の県単独補助制度などの廃止に反対し、継続を求める

ことについて 
受理年月日 

24.11.9 

 

 陳情の趣旨 
  

 

陳情趣旨 

神奈川県緊急財政対策本部は、今後３年間に出先機関を含めすべての県有施設や

市町村や団体への補助金や負担金の廃止を打ち出しました。 

この中では社会福祉施設を含む県有施設の原則全廃だけでなく、市町村や民間

社会福祉施設などへの補助金や負担金の廃止もうたっています。特に民間社会福祉

施設運営費補助金や軽費老人ホーム事務費補助金などは「多年にわたるから」とか、

老人福祉施設設備費補助金や院内保育所事業所補助などは「その必要性を総合的に

判断して」とか、また保育所運営費補助などは「税と社会保障の一体改革の動向を

見たうえで検討する」というように、いずれにしても全ての社会福祉関係の補助金

が廃止の対象とされています。 

民間社会福祉施設の運営にとって補助金は必要不可欠です。これらが廃止され

たら民間社会福祉施設の運営に多大な影響が及ぶだけでなく、利用者サービスにも

大きな影響が及ぶことは明らかです。 

一方、介護や福祉・保育の人手不足問題は未だ深刻な状況で、国による処遇改

善交付金（助成金）や各報酬単価の引き上げが行われたものの、低賃金・過重労働

の解決には至っておらず、多くの事業所で人材確保問題は厳しい状況が続いていま

す。こうした中での県の補助金廃止は、福祉労働者の人材確保の点でも更なる困難

を抱えることが予想されます。福祉労働者が安心して働き続け、質の高い福祉の担

い手を確保していくための賃金・労働条件の改善は不可欠です。 

私たちは神奈川県が進めている福祉切り捨ての県有施設廃止や補助金・負担金

の廃止に反対です。 

つきましては、上記のような問題にご理解いただき、下記の事項について地方

自治法第 99 条の規定に基づき、県へ意見書提出をしていただきたく陳情いたしま

す。 

 

陳情項目 

１、 民間社会福祉施設に対する運営費補助金や整備費補助、施設整備借入償還金

補助金などの廃止は行わないこと。 



２、 民間保育所運営費補助金や民間保育所設置促進事業費補助金など、民間保育

所運営に関する補助金の廃止はしないこと。 

３、 市町村への補助金・負担金の廃止・削減は市町村と充分協議をし、一方的な

廃止・削減は行わないこと。 

４、 福祉や保育労働者の人材確保の観点から、社会福祉施設職員等退職手当共済

事業給付費補助金、産休等代替職員制度事業費補助金は廃止しないこと。 

 

 

 

 



陳情番号 件                   名 

第 13 号 

県民のいのちと暮らしをまもる県単独制度と県有施設等の継続を

求めることについて 
受理年月日 

24.11.12 

 

 陳情の趣旨 
  

［陳情趣旨］ 

 

一、神奈川臨調と呼ばれる緊急財政対策本部調査会は今後 3年間で県有施設や県の

出先機関を全廃し、市町村や団体への補助金、負担金も全廃を原則に見直す方

向を打ち出しました。7月の中間意見（案）では県補助金を凍結し、必要性や妥

当性を「ゼロベースから見直す」とした上で、①長期にわたり運用されている

補助金（昭和 63 年以前 586 億円）の原則廃止、②少額補助金（百万円未満 51

事業、１千万円未満 193 事業）の原則廃止、③団体補助金については運営費補

助（別に扱う私学助成を含め 460 億円）の廃止を打ち出しています。「県が補

助金を廃止する場合は、市町村と足並みをそろえて、事業そのものを廃止する

といったことに取り組むべきである」とし、市町村負担金についても「既存の

負担協定そのものを改めて点検すべきである」としています。 

二、こうした神奈川臨調の方向が知事を本部長とする緊急財政対策本部で検討さ

れ、「神奈川県緊急財政対策」がまとめられ、来年度予算案にも反映すると言

われています。この財政対策が実施されるならば、相模原市をはじめ県下市町

村行政に重大な影響を及ぼすものです。市町村及び、県民への充分な説明と意

見聴取を行うことなしに、納得も得ないまま実施されるとしたら、県民軽視の

暴挙です。 

三、県民利用施設や出先機関の廃止は県民サービスの大幅削減に他ならず、そもそ

も県有施設は県民の財産でありそれぞれに歴史的経過や地域・団体要求がある

中で、県民の合意もないまま知事の短絡的な判断で処分するなどは許されませ

ん。県民合意の下、時間をかけて一つ一つを検証すべきです。 

四、県単独事業として市町村に交付される医療費助成補助も廃止対象であり、財政

面から市町村の制度廃止に直結する恐れがあります。団体補助には休日診療所、

グループホーム、保育センター、看護専門学校、福祉施設などの運営費補助が

あり、廃止されれば重大な事態を引き起こすことは必須です。 

五、神奈川臨調が市町村制度の廃止にまで言及していることは自治体への介入であ

り、団体自治（自治体自らの権限と責任における行政運営）や住民自治（住民



の意思と責任に基づく行政運営）の原則からも許されません。 

六、加えて問題なのは、補助金の中には医療費助成補助のように「要綱」で規定さ

れているものがあり、県議会の審議にかからずに行政側の判断で変更可能であ

ることです。 

七、県有施設や出先機関の廃止、市町村補助金や負担金の廃止とは「県の解体」で

はないでしょうか。一度壊したものを元に戻すには、費用も労力も従前以上に

かかるものです。 

つきましては、県民のいのちと暮らしを守る県単独制度と県有施設等が継続・

維持されるよう、次の点について神奈川県に意見書を上げていただくよう陳情いた

します。 

 

［陳情事項］ 

一、子ども・ひとり親・重度障害者等に対する県の医療費助成の現行制度を継続し

てください。 

二、県の市町村補助金、および団体補助金を削減しないでください。 

三、県の出先機関を維持し、県有施設を廃止または民間等へ移譲しないでください。

 

以上

 

 



陳情番号 件                   名 

第 14 号 

国民健康保険への国庫負担の拡充を求めることについて 受理年月日 

24.11.12 

 

 陳情の趣旨 
  

 

【陳情趣旨】 

国民健康保険は被用者保険に加入できない自営業者などを対象にしてきました

が、今では、高齢者や低賃金労働者、失業者など低所得者が圧倒的な比重を占める

に至っています。神奈川県社会保障推進協議会が県内全市町村国保を対象に行った

２０１１年度調査での国保加入世帯の所得階層別状況（回答のあった１８自治体の

集計）は、未申告等の多数は無所得と推計して、所得１００万円以下の世帯が全加

入世帯の約５割、２００万円以下では８４．３％を占めています。 

国民健康保険にはこのような構造的な問題があるため、高額な保険料を課しても

滞納が増えるだけで国保財政の改善には結びつきません。短期保険証、資格証明書

の発行による医療からの排除が引き起こされ、国民皆保健制度の崩壊を早めるだけ

です。「払える保険料」への引き下げは加入者の中心的な要求となっています。 

保険料高額化の主要な要因は、１９８４年の国民健康保険法改悪にあり、定率国

庫負担を「医療費の４５％」から「給付費の５０％」に変え、その後の事務費など

の国庫負担廃止等によって、国保の総収入に占める国庫支出金の割合は８０年代に

５０％程度だったものが２００７年度には２５％に低下していることにあります。

相模原市では実に２０％となっています。国民健康保険財政の困難と国保税の高額

化の根本原因は国庫負担の引き下げにあります。 

低所得者が多く加入し、事業主負担もない国民健康保険は国の適切な財政支出が

あって初めて成り立つ社会保障制度です。医療費の増大に伴う保険料の値上を押さ

え、国保財政の基盤強化、低所得者対策を強化するためには、国庫負担の拡充が強

く求められます。 

全国市長会国保対策委員長（岡崎誠也高知市長）は、政権与党のワーキングチー

ムに対し、公費負担割合を医療費の「50％以上にする必要がある」と２０１１年１

１月２９日の文書で主張しています。相模原市の国保財政が困難な状況にあること

から、国保の改善に向けて下記事項を陳情いたします。 

 

【陳情事項】 

地方自治法第 99 条の規定に基づき、政府ならびに関係行政庁に対し、国民健康保



険への国庫負担の大幅な拡充を求める意見書を提出して下さい。 

 

以上

 

 



陳情番号 件                   名 

第 15 号 

尖閣諸島の実効支配を推進するための法整備を含めた対応を求め

ることについて 
受理年月日 

24.11.13 

 

 陳情の趣旨   

１．陳情の要旨 

尖閣諸島の実行支配を推進し、海洋国家日本の国益を保全するため、下

記事項の早期実現を求める意見書を政府に提出して下さい。 

⑴わが国の領土・主権を毅然たる態度で守る意志を内外に明確にするた

め、自衛隊や海上保安庁の活動の法的根拠となるさらなる領域警備に

関する法整備を速やか講じること。 

⑵わが国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な離島を振興す

る新法制定を含めた対応をすること。 

⑶わが国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な無人島につい

て国による土地収用に係る措置等を定めた新法制定を含めた対応をす

ること。 

 

２．陳情の理由 

尖閣諸島はわが国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確です

が、中国が不当に領有権を主張しています。このまま放置すれば、わが国

の領土保全は極めて不安定な状況になる恐れがあります。従って、前東京

都知事が表明していたように、国民の手による尖閣諸島購入を実現し、実

効支配を早急に強化し、尖閣諸島を守る国家の意思を明確に示す必要があ

ります。 

また、わが国は世界第６位の排他的経済水域面積を有し、豊富な海底資

源を保全し、国益を守るためにも国境となる離島の保全・振興、無人島と

なっている国境の島の適切な管理を進めていく必要があります。 

つきましては、尖閣諸島の実行支配を推進するための法整備を含めた対応

を求める意見書を政府に提出して頂きますように陳情致します。 

 



陳情番号 件                   名 

第 16 号 

拙速な人権委員会設置法の制定に反対することについて 受理年月日 

24.11.13 

 

 陳情の趣旨   

 

１．陳情の要旨 

 

拙速な「人権委員会設置法」の制定に反対する意見書を国に提出すること。 

 

２．陳情の理由 

 

報道によれば、法務省は新たな「人権委員会設置法案」を作成し、政府がこれ

を閣議決定し、今臨時国会に提出する意向を示しています。 

不当な差別や虐待などからの救済を目的に、新たな人権救済機関をつくると

いう同種の法案は過去にも検討されましたが、人権侵害の定義が曖昧で恣意的

な解釈による逆差別の弊害が危惧されることなどから、成立に至らなかった経

緯があります。 

昨年８月に法務省政務三役名で公表された基本方針では、メディア規制を設

けないなど、批判の強かった一部の条項が除外されていますが、人権救済機関

（人権委員会）を国家行政組織法の３条委員会とする事や人権擁護委員の資格

要件、また、人権侵害の定義が不明確であることなど、まだまだ議論を尽くさ

なければならない点が数多く存在すると思われます。 

つきましては、十分な国民的議論を経ないまま、拙速に新たな人権救済機関

の設置を目的とする法律を制定することがないように求める意見書を、国に提

出して頂きますように陳情いたします。 
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